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HACCPの導入・義務化までの動き

１．国連のFAO/WHOコーデックス委員会の「HACCPシステムとその運用のためのガイドラインを発表
1993年、食品衛生の一原則（GENNERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969）の付属書として

２．食品衛生法第１３条、第１４条の「総合衛生管理製造過程の認証制度」の創設（平成2年（1995年）5月）
対象業種（乳・乳製品、清涼飲料水、食肉・魚肉製品、缶詰レトルト食品）の任意承認制度、認証数472施設（30年3月）

３．HACCP義務化のための検討
① 食品製造におけるHACCPによる工程管理の普及のための検討会（平成25年9月～平成27年3月）

食品製造における衛生管理について、HACCPによる工程管理を普及促進させる制度の枠組み等の検討
② 食品衛生管理の国際標準化に関する検討会（平成28年3月～平成28年12月）

HACCPの制度化による我が国の食品衛生管理の国際標準化を進める為の制度の枠組み等の検討
③ 食品衛生管理に関する技術検討会（平成29年6月～）

公表された②の取りまとめを踏まえ、各食品等事業所団体作成の衛生管理計画の手引書案を専門家が検討
→「漬物製造におけるHACCPの考え方に基づく安全・安心なものづくりー小規模事業者向け衛生管理の手引書－」

平成30年3月 全日本漬物協同組合連合会作成

④ 食品衛生法改正懇話会（平成29年9月～11月）
食品安全をめぐる環境変化などを踏まえ食品衛生法改正の方向性等について幅広く検討
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HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入
れた衛生管理
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漬物製造における小規模事業者向け衛生管理の手引書概要

１．本手引書の対象事業者
①従業員数 １施設当たり漬物製造に従事する従業員５０人未満の小規模事業者を想定
②事業形態 漬物製造

２．手引書の構成
既存の「ＨＡＣＣＰ入門のための手引書」等をベースとして、出来るだけ分かりやすい内容

とする。
一般衛生管理の徹底を基本的内容とし、その上で必要に応じて重要管理点を設けて管理

することを可能とし、その他についても弾力的な運用を可能とする内容とした。
具体的な構成については、

①ＨＡＣＣＰの考え方に基づいた衛生管理計画の必要性について
②ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理計画の策定方法
③一般衛生管理のポイント
④重要な管理のポイント（ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理）
危害要因分析、管理措置、重要管理点及び管理基準

⑤記録が必要な事項、記録の様式例
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HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画について
衛生管理の基本である一般衛生管理と管理方法が異なる各種グループ分けし、それぞれのHACCPの

考え方を取り入れた衛生管理についてまとめました。

いわゆるＰＤＣＡサイクルによる衛生管理を基本とします。
Plan（計画）、 Do（実行）、 Check(評価）、 Act（改善）

９



（１）包装後加熱殺菌しない漬物

種　　類

１）調味浅漬 茄子・胡瓜・カブ等の野菜調味浅漬　刻み野菜漬

野菜塩漬 各種ぬか味噌漬

野沢菜漬 広島菜漬 高菜漬 おみ漬     

砂糖しぼり大根 千枚漬 赤カブ漬

鮭のはさみ漬 ニシン漬     カブラずし

新生姜 ノンボイルたくあん

２）キムチ 浅漬キムチ      本格キムチ カクテキ

３）梅漬・梅干 梅干 調味梅干 かつお梅 小梅干

梅漬　調味梅漬　カリカリ梅・小梅　甘露梅

４）奈良漬 奈良漬 刻み奈良漬

ワサビ漬 山海漬

（２）包装後加熱殺菌する漬物

種　　類

１）調味漬 福神漬 刻み醤油漬

にんにく漬 しその実漬 鉄砲漬

山牛蒡漬 山菜・キノコ醤油漬

甘酢ラッキョウ漬 しば漬風味酢漬

さくら漬   ハリハリ漬 　

小茄子辛子漬 高菜辛子漬

胡瓜ピクルス サワークラウト

２）たくあん漬 塩押したくあん 干したくあん 刻みたくあん

つぼ漬 べったら漬

３）味噌漬 だいこん味噌漬 きゅうり味噌漬 茄子味噌漬

山菜味噌漬 たまり漬

一般的な名称（例）

※調味浅漬、キムチのような浅漬は、漬床に短時日漬け込んだもので低温管理を
　必要とするものをいう。
※梅漬・梅干や酢漬けなどは、常温で7日間以上の保存性がありpH4.0以下のもの
　をいう。
※奈良漬などは、発酵した漬け床に漬け込んだものをいう。

一般的な名称（例）

 2.漬物の分類（例）

加 熱 殺 菌 の 有 無 に よ る 分 類
手引書
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危 害 原 因 物 質 と 発 生 要 因
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漬 物

加 熱 殺 菌 加 工 品
（しょうゆ漬など）

非加熱殺菌加工品
（浅漬など）

加熱殺菌工程
（温度、時間）

原料野菜受入
（汚染目視）

洗 浄 殺 菌
（次亜濃度、処理時間）

重要管理のポイント

危害物質、金属検知
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◎① 

◎② 

農産物漬物製造における衛生管理計画（記載例１） 

１．事業所名 〇○会社 製造所〇○○ 

２．製造品目 白菜浅漬（調味浅漬） 

３．工程表 
※自社の製造工程について、Ｐ．9～12 の漬物の製造工程例を参考に
て工程表を作成し、重要な管理ポイントに「◎」をつけて下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 ※◎印は、重要な管理のポイント 

４．一般衛生管理のポイント （Ｐ14～16参照） 

 ① 日常点検 
   （従業員の健康・衛生管理、製造環境の衛生管理、機械設備等の衛生管理） 
 ② 定期点検 
   （従業員の健康・衛生管理、製造環境の衛生管理） 
 ※一般衛生管理の実施記録表により確認、記録して下さい。 

５．重要な管理のポイント （Ｐ9～12参照） 

 １．重要な管理工程のチェックポイントを記入してください。 
  ①洗浄・殺菌は適正に行われたか。（洗浄殺菌記録） 
  ②金属検出機は正常か。（金属検知器テストチェック表） 
 ２．不適切な場合の改善措置をあらかじめ決めて記入してください。 
  ①殺菌・洗浄を止め、殺菌できなかった製品を区別する。原因を特定し、正常に殺菌

きるように復旧させて、再洗浄、再殺菌を行う。 
  ②テストチェックでテストピースが止まらないで通過してしまった場合、金属検出

インを止め、それまでに通過した製品を特定し、隔離、金属検出機を再調整し、再

金属検出機を通過させる。 
 ３．確認・記録 

 ※関係帳票類（Ｐ27～参照）により確認、記録して下さい。 
 

衛 生 管 理 計 画 （ 記 載 例 ）
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(1) 日常点検 

毎日、次の項目のポイントをチェックし、問題がある場合は対処内容を記入し

ましょう。（「一般衛生管理の実施記録」（Ｐ2６）に記入）  記載例Ｐ16 

 

① 従業員の健康・衛生管理 

チェック項目 参照頁 

ⅰ 従業員に下痢、腹痛、発熱、吐き気・嘔吐などの症状がある者は

いませんか。 

P17 

ⅱ 作業着等服装は清潔に保たれていますか。 P1７ 

ⅲ 手指にケガをしている者はいませんか。 P18 

ⅳ 作業前、作業中の手洗いは十分に行っていますか。 P1８ 

ⅴ 便所で履物を履き替えていますか。用便後の手洗いは十分に行

っていますか。 

P1９ 

 

 

② 製造環境の衛生管理 

チェック項目 参照頁 

ⅰ 作業場は整理・整頓されていますか。 P17 

ⅱ 作業場の清掃は十分ですか。 P17 

ⅲ 便所は清掃し清潔に保たれていますか。 P19 

ⅳ 排水口は汚れていませんか。 P19 

ⅴ ネズミ、ゴキブリ、ハエ等の痕跡はありませんか。 P20 

ⅵ ゴミは指定された場所に置かれていますか。 P21 

ⅶ 使用水は、食品製造使用水を使っていますか。 P21 

ⅷ 井戸水を使用している場合は、残留塩素は 0.1ｐｐｍ以上あり

ますか。 

P21 

 

一 般 的 衛 生 管 理 （ 日 常 点 検 ）

③ 機械設備等の衛生管理 

チェック項目 参照頁 

ⅰ 機械・器具の清掃・洗浄は十分行いましたか。 P20 

ⅱ 機械・器具の破損はありませんか。 P20 
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(2) 定期点検  

定期的に、次の項目のポイントをチェックし、問題がある場合は対処内容を記

載しましょう。（「一般衛生管理の実施記録」（Ｐ2６）に記載）  記載例Ｐ16 

 

 

① 従業員の衛生管理 

チェック項目 参照頁 

ⅰ 健康診断、検便を年１回以上実施していますか P18 

 

 

② 製造環境の衛生管理 

チェック項目 参照頁 

ⅰ 天井、壁、窓に汚れや破損はありませんか（月１回以上） P19 

ⅱ 蛍光灯の清掃、点検は行いましたか（月１回以上） P19 

ⅲ 作業場出入り口の防虫設備の点検は行いましたか（月１回以上） P20 

ⅳ 水道水以外の使用水の水質検査は行いましたか（年１回以上） P21 

 
 

一 般 的 衛 生 管 理 （ 定 期 点 検 ）
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なぜ記録が必要か？ 
作業中に記録をつけるということは非常に大変な作業です。しかし、食品事故や

クレームがあった時や責任者による確認の時などに衛生管理の記録があると、

「どこに問題があったのか、なかったのか」が素早く確認できます。また問題と

なるロットの確定も容易です。いい加減な記録だった場合には、これまでの記録

も信用されず、すべてが無駄になってしまいます。記録の意味を理解して、記録

のための記録にならないよう、漏れのない正しいチェックを心がけましょう。 
 
 

準備しておきたい記録類（例） 

必要な記録 必要な情報 記録名 

原料等の仕入れに関する記録 原料等の仕入れ元の住

所、電話番号などを記載

した名簿やリスト、仕入

れ年月日の記録など 

・受入チェックリスト等 

食品の製造・加工、販売過程

での記録 

保管温度、作業時間、配合

した記録など 

・原料受入表又は受入伝票 

・温度チェック表等 

施設の衛生状態の記録 衛生管理に係わる自主点

検記録、検査結 

果の有無および成績書 

・床、排水溝およびトイレ清掃・保守

記録 

・水質検査記録 

・衛生害虫等の駆除記録等 

従事者についての記録 従事者の健康状態、検便

等、健康診断の実施状況

の確認など 

・健康管理記録表 

・講習会受講、衛生教育記録等 

 
 
 

(4)記録の必要性 
 

記 録 の 必 要 性

２５
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食品取扱い者の教育・訓練、保健所への報告
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重要な工程の記録様式（参考帳票の例）と参考マニュアル

[ 参考帳票の名称とその記録事項 ] → 添付した参考帳票は書式例であり、各社で既に使用している

記録様式や伝表類があれば、それを活用して記録してください。
不足分を新に作成する場合は、この記録を参考にして下さい。

○ 原料受入検査表 ・・・・・ 日付、原料名、原産地、数量、判定合否、備考、作成者

○ 温度チェック表 ・・・・・ 日付、確認時間（始業時、午後開始時、終了時）、確認者、備考

○ 原料洗浄・殺菌記録 ・・・・・ 日付、原料名、処理数量、洗浄状態、殺菌水濃度、殺菌時間
残留塩素濃度確認（開始時、終了時）、確認者，備考

○ 連続式殺菌機温度・時間確認記録表 ・・・・・ 日付、製品名、殺菌温度（開始時、終了時）、
ダイヤル設定、１０ｃｍに係る時間、合否判定、確認者、作業時間、作業者、備考

○ バッチ式殺菌機温度・時間確認記録表 ・・・・・ 日付、製品名、殺菌時間、殺菌温度、
殺菌時間と温度（開始時、終了時、開始時温度、終了時温度）、冷却（水温、時間、温度）、
合否判定、確認者、備考

○ 金属検出機テストチェック表（製品アイテム別） ・・・・・ 確認年月日、確認者、商品名、設定番号
テストピースサイズ（Feのｍｍ、SuSのｍｍ）、稼動時間（開始時間、終了時間、担当者

[ 参考マニュアル ] → 添付した参考マニュアルは、拡大して作業場に掲示するなど活用してください。

○ 手洗いマニュアル
○ 入室身だしなみ手順 ・・・・・ ①正しい服装の確認、②長靴の洗浄、③ローラー掛け
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